
守口市告示第496号

次のとおり条件付き一般競争入札（以下「入札」という。）を執行する。

１　入札に付する事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

２　入札参加者に必要な資格

次に掲げる資格要件のすべてに該当し、かつ本市が認めた者であること。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

履 行 期 間 契約締結日　～　令和13年3月31日

賃 貸 借 期 間 令和8年4月1日　～　令和13年3月31日

対 象 の 位 置
守口市京阪本通二丁目５番５号、守口市大宮通一丁目13番７
号

令和7年12月2日

守口市長　瀬野　憲一

件 名 令和７年度 複合機賃貸借

概 要 複合機に係る賃貸借、導入構築、運用保守

民事再生法（平成11年法律第225号）の適用申請をした者（再生計画の認可を受け
た者を除く。）でないこと。

本入札の入札参加資格確認審査申請時において、本市物品等入札参加有資格者名
簿に営業種目「事務機器・用品」における営業品目のいずれかで登録されている
こと。

平成２年度以降において、国又は地方公共団体等（国、地方公共団体又は公共法
人）との間に、複合機賃貸借に係る契約の履行を完了した実績があること。
※履行実績の有無は、事業者単位で判定する。当該事業者の本市入札参加有資格
者名簿の登録が本社・本店であるか支店・営業所等であるかを問わない。
※本条件の期間には、履行完了日が当てはまればよく、契約締結日はこの限りで
ない。
※本条件に該当する履行実績を証する書面（契約書、仕様書等）の写しを添付す
ること。

支 払 方 法 毎月払い（使用料）・年払い（委託料）

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でない
こと。

守口市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置（以下「入札参加停止措置」
という。）を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認
められる者でないこと。

守口市公共工事等及び売払い等に関する暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除
外措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認めら
れる者でないこと。

会社更生法（平成14年法律第154号）又は同法による改正前の会社更生法（昭和27
年法律第172号）の適用申請をした者（更生計画の認可を受けた者を除く。）でな
いこと。



３　入札スケジュール

(1)

(2) 12:00 まで

(3)

(4) 12:00 まで

(5)

(6) 11:00 入札室

(7)

・ 提出書類作成に係る留意点については、公告及び仕様書等を確認すること。

・ 入札参加資格申請、質問等については入札公告日から提出可能とする。

・ 書類の送付先については、「11　契約条項を示す場所」とする。

４  入札参加資格確認申請・確認結果通知

(1)

(2)

①

②

(4)

(5)

公 告 日 令和7年12月2日(火)

質 問 受 付 期 間 令和7年12月10日(水)

質 問 回 答 日 令和7年12月12日(金)

内容 日程

契 約 予 定 日 落札決定日から7日以内（市の休日を除く。）

申 請 受 付 期 間 令和7年12月17日(水)

確認結果通知日 令和7年12月19日(金)

入 札 日 令和7年12月24日(水)

入札参加資格確認申請及び確認結果通知は、次のとおり行う。

提 出 方 法
E-mailで「11　契約条項を示す場所　(2)担当」あてに提出
すること。

(3) 提 出 書 類

様式１ 入札参加資格確認申請書

添付書類

履行実績が確認できる書類（契
約書等：押印が確認でき、契約
期間、金額が明記されたもの又
は履行証明書等：発注者が発行
するもの）【写し】

確 認 結 果 通 知

入札参加資格の有無の確認後、入札参加資格確認結果を
Emailで通知する。
当該E-mailを確認した際に、必ず受取確認のE-mailを返信す
ること。（様式自由）

入 札 参 加 停 止
入札参加資格確認申請書その他添付書類に虚偽の説明をした
場合は、入札参加停止措置を行う場合がある。



５  入札上の注意

(1)

(2)

(3)

①

②

６  入札時の内訳書の提出

①

②

③

④

入札書の記載方法

入札金額は、別紙「条件付き一般競争入札内訳書」に記載す
る各費用の合計額について、消費税及び地方消費税抜きで記
載のこと。（課税業者であるか免税業者であるかを問わず、
見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を
控除した金額を記載。）

契約金額の決定

契約決定にあたっては、別紙「条件付き一般競争入札内訳
書」に記載する各費用（導入構築費用及び保守費用において
は小計、印刷枚数単価においては単価）に消費税及び地方消
費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。

入 札 回 数 ２回

(4) 入 札 の 無 効

開札時において、次のいずれかに該当する入札は無効とす
る。

「２　入札参加者に必要な資格」を有していない
者のした入札

本告示文書、守口市競争入札心得、入札参加資格
確認結果通知書その他本入札に関する書類に定め
る入札条件に違反した入札

(5) 長 期 継 続 契 約

地方自治法施行令第167条の17及び守口市長期継続契約に関
する条例第２条第１号に基づく長期継続契約

本契約は、地方自治法第234条の３の規定による長期継続契
約であるため、守口市役所はこの契約の締結の日の属する年
度の翌年度以降において、当該契約に係る守口市役所の歳出
予算において減額又は削除があった場合には、この契約を変
更し、又は解除することができる。この場合において、受注
者は変更又は解除により生じた損害の賠償を請求することが
できない。

(1) 要 件

提出の要否 必要

指定様式 あり

内訳書の提出が必要な場合において、内訳書の提
出がない入札は無効とする。（年割明細書が必要
な場合は、内訳書として取り扱う。）

入札金額と内訳書の金額が合致しない場合、本入
札とは関係ない案件の内訳書を提出した場合につ
いては、内訳書の提出がない入札とみなす。



７  質問の受付及び回答

①

②

③

④

(2) ①

８  必要書類について

(1)

９  契約手続

(1)

(2)

(3)

(4)

10 その他

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) 質 問 方 法

提出書類の作成に係るもの及び仕様書等に対して
質問がある場合は、質問書を提出すること。

送信件名は、「令和７年度 複合機賃貸借　質問」
とすること。

E-mailで担当あてに送付すること。

回答期日を過ぎて、回答が無い場合は担当に確認
すること。

回 答 方 法
本市ホームページに掲載する。
回答に対する再質問は受け付けない。

各種様式等については、市のホームページからダウンロードすること。（企画財
政部行財政改革・DX推進課の「入札・契約・プロポーザル」を参照)

入札保証金の納付は、守口市契約規則第６条第２号の規定により免除する。ただ
し、落札者が落札者の責により契約を締結しなかった場合は、落札金額（単価契
約の場合は、見積単価に予定数量を乗じて得た金額）（税込）の100分の３に相当
する金額を損害賠償金として徴収する。

落札者は、契約金額（単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た金
額）の100分の10に相当する額（千円未満切り上げ）の契約保証金を納付しなけれ
ばならない。ただし、本件においては守口市契約規則第21条７号により、契約保
証金の納付を免除する。

書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及
び計量法（平成４年法律第51号）に定める単位とする。

契約代金の支払いについては、以下のとおりとする。
①導入構築費用、保守費用：年払い
③印刷枚数単価：毎月払い

契約書を作成する。

提出書類の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、市から指示が
あった場合を除く。

市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。

入札参加者は、本告示文書、守口市競争入札心得、入札参加資格確認結果通知書
その他本入札に関する書類を熟読し、十分に理解したうえで、入札に参加しなけ
ればならない。



11  契約条項を示す場所

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

電 話 06-6991-2324

Ｆ Ａ Ｘ 06-6994-1691

メールアドレス digital@city.moriguchi.lg.jp

場 所 守口市役所 企画財政部 行財政改革・DX推進課

担 当 溝部

住 所 〒570-8666 大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号


